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お し ら せ

問合せ先　□市税務グループ　☎52－1111（内線244・245・258）

軽自動車税の税率が変わります
税制改正に伴い、軽自動車税の税率改正が行われました。

○原動機付自転車および二輪車など（平成28年度課税分から適用）

※新規検査（新車登録）の年月は、自動車検査証（車検証）の「初度検査年月」に記載

○三輪および四輪以上の軽自動車（平成28年度税率）

（注）軽課対象車両 ・電気自動車および天然ガス自動
車は、平成21年排出ガス規制に
適合し、かつ、平成21年排出ガス
基準値より10％以上窒素酸化物
の排出量が少ない車両にかぎる。

・ガソリン車およびハイブリッド車は、
平成17年排出ガス規制に適合し、
かつ、平成17年排出ガス基準値
より75％以上窒素酸化物などの
排出量が少ない車両にかぎる。

軽乗用車税率
（ア）

概ね25%軽減
平成32年度燃費基準達成車

（イ）
概ね50%軽減

平成32年度燃費基準
＋20%達成車

軽貨物車

（ウ）
概ね75%軽減

平成27年度燃費基準
＋35%達成車

平成27年度燃費基準
＋15%達成車

電気自動車および天然ガス
自動車

電気自動車および天然ガス
自動車

5,000円4,000円 6,000円自家用
営業用 5,500円

12,900円 8,100円

2,500円
3,500円

4,600円

3,800円
5,200円6,900円 8,200円

（イ）
概ね50％軽減

7,200円

（ア）
概ね25％軽減

平成27年３月
31日までに
新規検査済み
の車両
※ただし「初度
検査年月」が
平成14年ま
での車両は、
平成28年度
から（３）重課
の税率

3,100円

平成27年４月
１日以後に新
規検査をした
車両

10,800円
3,900円

5,400円

新規検査から
13年を超え
る車両
※「初度検査年
月」が平成14
年までの車両
は、グリーン
化を進める観
点から、経年
車重課を適用

1,800円
1,300円

1,900円2,900円

2,700円
3,000円 2,000円 1,000円

（ウ）
概ね75％軽減

（4）軽課

4,500円

平成27年４月１日～平成28年３月31日に新
規検査をした減税対象の車両（注）
※環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性
能の基準に応じて軽課税率を平成28年度分にか
ぎり適用
（平成28年度税制改正により、軽減税率の適用期
限が1年延長される見込で、平成28年4月1日～平
成29年3月31日に新規検査をした減税対象車両
についても、平成29年度分の軽自動車税に適用）

1,000円

税率

車種区分

3,800円

（1）旧税率 （3）重課（2）標準税率
※平成28年度
分以降の各年
度の税率

対象車両

三輪のもの

営業用 3,000円
四輪
貨物

四輪
乗用

自家用

車種区分

2,400円

1,600円

1,600円

平成27年度まで

1,200円
1,000円

2,500円50cc以下（ミニカー）

50㏄超90㏄以下

2輪（側車付き含む）

4,700円
農耕作業用
その他

90㏄超125㏄以下 2,400円

3,600円
3,700円

2,000円
2,000円

税率（年額）
平成28年度から

4,000円二輪の小型自動車（250㏄超）

小型特殊
自動車

軽自動車

5,900円
2,400円

6,000円

原動機付
自転車

50㏄以下
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お し ら せ

問合せ先　年金生活者等支援臨時福祉給付金受付窓口（いきいき広場内地域福祉グループ）☎52－9871

賃金引上げの影響が及びにくい所得の低い年金受給者の方へ、年金生活者等支援臨時福祉給付金を
支給します。

支給対象者　平成27年1月1日において高浜市の住民基本台帳に記録されており、平成27年度分の市
民税が課税されていない方のうち平成28年度中に65歳以上となる方
※ただし、課税されている方の扶養家族となっている方や、生活保護の受給者である方
など対象とならない方もいます。

支給額　　　支給対象者1人につき3万円
申請期間　　5月2日（月）～7月29日（金）（土・日曜日、祝日を除く。）

午前8時30分～午後5時15分

申請に必要なもの
・申請書
・本人確認書類（マイナンバー（個人番号）カード、住民基本台帳カード、運転免許証など公的身
分証明書の提示または写しの提出）
※平成27年度の臨時福祉給付金が申請済みの場合は不要

・振込先がわかるもの（通帳やキャッシュ―カードの写し）
※平成27年度の臨時福祉給付金の振込先口座と同じ口座の場合は不要

申請方法　対象となる可能性のある方には4月末から順次申請書を送付します。
・郵送で申請する場合
申請書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写しと振込先がわかるものの写しを返信用封筒
で郵送してください。

・窓口で申請する場合
申請書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類と振込先がわかるものを持参し、いきいき広場２
階へ来場してください。

　※詳しくは、問い合わせてください。

5月2日（月）から
「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の申請を開始します

☆『年金生活者等支援臨時福祉給付金』をよそおった『振り込め詐欺』や『個人情報の詐
欺』に注意してください。

『年金生活者等支援臨時福祉給付金』に関して
・市の職員がＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作を依頼したり、「年金生活
者等支援臨時福祉給付金」の給付のために手数料などの振込を求めることは、絶対にありませ
ん。

・ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・現時点で、市の職員が市民の皆さんの世帯構成や銀行口座番号などの個人情報を照会すること
は、絶対にありません。

☆自宅や職場などに、市の職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わ
ず、市役所や最寄りの警察署に連絡してください。
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